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　市では、市民の皆さんがより利用しやすく、ま
た、行政課題に機能的に対応できるよう組織を再編
しました。

市役所の組織が
変わります

●総務部 国勢調査実施プロジェクト（市役所５階）
　今年実施する国勢調査を円滑かつ確実に進めるた
め、「国勢調査実施プロジェクト」を新設しました。
●企画部 多様性社会推進課（文化会館２階）
　多様な個性や価値観を認め合う多様性社会の実現に
向け、「多様性社会推進課」を配置しました。
●都市整備部 地籍調査課（市役所６階）
　東日本大震災での液状化現象により移動した土地
の境界を確定する地籍調査を進めるため、「地籍調査
課」を新設しました。

新設

名称変更

　市民の皆さんが主体的にまちづくりに参加できるよう、その推進に取り組むため、協働推進
課の名称を「市民参加推進課」に改めました。

●市民経済部 市民参加推進課［旧協働推進課］（市役所３階）

　地域型の地域包括支援センター業務だけではなく、基幹型業務も担うため、猫実地域包括支
援センターの名称を「中央地域包括支援センター」に改めました。

●福祉部 中央地域包括支援センター［旧猫実地域包括支援センター］（市役所３階）

　浦安駅周辺地区や密集市街地の改善に取り組むなど、元町地域全体の再整備を計画的に推進
し、市民に分かりやすい名称にするため、市街地開発課を「市街地整備課」に改めました。

●都市政策部 市街地整備課［旧市街地開発課］（市役所６階）

廃止

　東日本大震災での液状化現象による市街地液状化対策事業の完了に伴い、「復興事業課」を
廃止しました。

●都市整備部 復興事業課（市役所６階）

移管

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、体制の強化を図るため、2020
東京オリンピック・パラリンピック推進課を企画部から市民経済部へ移管しました。

●市民経済部　2020東京オリンピック・パラリンピック推進課（市役所５階）

総務課 ☎712・6121問
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脳ドック費用

　脳血管疾患の早期発見などを目的に、脳ドック費用の一部を
助成します。

対　象

受診日の時点で浦安市国民健康保険の被保険者で、次
のすべてに該当する方
▶ 受診日に属する年度末日の時点で満40歳以上の方
▶  当該年度または前年度に、脳ドック費用の助成を受
けていない方（２年に１回）

助成額 １万5000円
※費用が１万5000円以下の場合は、自己負担額が限度

1028720［問］国保年金課 ☎712・6829

申　請
方　法

受診日の翌日から２年以内に、必要書類を持って、国
保年金課（市役所２階）へ

▶ 浦安市国民健康保険脳ドック費用助成申請書
▶脳ドック費用が記載された領収書（原本）

必　要
書　類

［問］母子保健課 ☎381・9034 1028728

新生児の聴覚検査費用

検　査
内　容

自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢＲ）、耳音響放射検
査（ＯＡＥ）

助成額 初回検査費用のうち、上限3000円　
※対象外の検査や3000円を超える費用は自己負担

受　診
方　法

新生児聴覚検査受診票を提示し受診
※ ４月１日以降に妊娠届出を出した方には、受診票をお渡ししま
す。それ以前に妊娠届出を出した方は、新生児聴覚検査受診票
（契約医療機関で配布）を使用してください。契約医療機関以
外で検査をした場合は、受診後に助成金を交付申請する制度が
あります。詳しくは、市ホームページをご覧ください

受診日に市に住民登録がある方が、４月１日㈬以降に
出産した生後28日未満の新生児対　象

ウィッグ・胸部補整具の購入費用
　がん患者さんの精神的・経済的な負担軽減、療養生活の質の向上、就労継続など
の社会生活支援を目的とした助成制度です。

［問］健康増進課 ☎381・9059 1028700

助　成
対象品

▶ ウィッグ（スタンドなどの付属品やケア用品は対象外）
▶胸部補整具（補整下着、シリコンパッド、人工ニップル）
※４月１日㈬以降に購入したものに限る

助成額 ▶ ウィッグ…… ３万円 または実際の購入費用のうちいずれか少ない方の額▶ 胸部補整具… ２万円

必　要
書　類

▶がん患者ウィッグおよび胸部補整具購入費助成申請書…健康増進課（健
康センター１階）で配布。または市ホームページからダウンロード
▶がんの治療中を証明する書類の写し…抗がん剤や手術などの記載があ
り、現在治療中であることがわかるものの写し（治療方針計画書、抗が
ん剤治療同意書、診断書など）
　 ウィッグの場合は、脱毛の副作用のある治療を受けていることを確認で
きる書類
▶購入金額の明細がわかる書類の原本…あて名（氏名）・購入日・購入金
額とその内訳・発行者の名称・所在地が記載されているもの（領収書な
ど）

対　象

市内在住で、住民基本台帳に記録されており、次のすべてに該当する方
▶ がんの治療中で、脱毛、乳房の切除などにより、ウィッグまたは胸部補
整具が必要な方
▶ 本事業の助成を受けたことがない方、またほかの助成制度などの対象に
なっていない方

※ 本事業の助成を受けた方が、異なる区分の補整具を申請する場合は可

申　請
方　法

対象品を購入した日の翌日から１年以内に、必要書類を、直接または郵送
で、〒279-0004猫実1-2-5健康増進課成人保健係へ
※  助成が認められた方には、決定通知を送付し、指定された金融機関口座に助成金を振
り込みます

1028788

台風などによる被災住宅修繕緊急支援
　市では、被災住宅修繕補助事業（被災住宅の修繕費用の一部を補助する制度）を
実施します。 ［問］住宅課 ☎712・6284

対 象 令和元年台風15号・19号および10月25日に発生した大雨で被災し、「半壊には至らない」以上のり
災証明を受けた住宅の屋根または外壁などの修繕工事（10万円以上）を実施した方、またはその親族

申 込 修繕工事完了後、９月30日㈬までに交付申請書《住宅課（市役所６階）で配布。または、市ホー
ムページからダウンロード》と、必要書類を、直接、住宅課へ

必 要
書 類

▶被災した住宅の居住者全員の住民票（個人情報確認同意書を提出することにより省略可）
▶り災証明書　▶ 資力に関する申出書※ ▶ 修繕工事の見積書※

▶修繕工事完了後の状況がわかるカラー写真　▶領収書などの写し　▶個人情報確認同意書※

※住宅課で配布。または、市ホームページからダウンロード

補助額 工事に要する費用の10分の２の額、または50万円のうちいずれか少ない額（1000円未満の端数
は切り捨て）　※ １世帯１回まで。世帯が分かれている場合でも、同居している場合は同じ世帯とみなす

　県と市では、利子補給対象者に対し下記
のとおり受付期間の延長を検討していま
す。詳しくは、決定しだい市ホームページ
でお知らせします。

金融機関から修繕工事資金の
融資の実行を令和２年12月末
（予定）までに受けた方

対　象

1028742住宅課 ☎712・6284問

台風などによる被災に
対する利子補給事業の
受付期間を延長
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